
204 第五　民事及刑事裁判

　　第一〇七表 諸規則違犯被告人犯状及言渡匿分 績

ノ

第一〇入表

第五　民事及刑事裁判

蓮警罪被告人罪状及言渡匿分 績

205

年　　　次 租　　税
　　　1　　　’
攪ﾒ通信i衛　　　　　　　生

@　　1
航　　海 商工

明治三十三年 2 ‘・i　・ 1

同　三十四年 23

ゴ
　
　
　
　
5
i

2

同　三十五年 10
＿1　　　　10　r 4

同　三十六年 11　　 一i　　　　5 1

同　三十七年 8
1

2
1
　
　
　
　
　
4
1 一

同　三十入年 2
1
1

＿－　　　　　6
@｜ 一

1
一
一

圖
　1
書　軍

1
i

＿｝

一一
P

31

3
17i

事1其　　他

0
∪
6
4
▲
4
0
0
4

8
｜
I
l3｛
Ii

ユ　

41

　i

合

計
2
3
3
8
3
1
2
6
3
2
2
3

木

一二』　一　　　　’t、．

第一〇入表 違警罪被告人罪状及言渡旺分　（＊．・掴人）噺三＋八年

拘　　　留 科
料
1 計

管轄違 訴　　　一’

無罪及釣棄却及
消滅

合計罪　　　　　　　　　　　　　　　状

男 女
　　i

`女
　1
j1女 男 女 男

明　　　治　　　三　　　十　　　七　　　年

ｯ　　　　　　　　三　　　　十　　　　六　　　　年

ｯ　　　　　　　　三　　　十　　　五　　　年

ｯ　　　　　　　　三　　　十　　　　四　　　年
ｯ　　　　　　　三　　　十　　　三　　　年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　’

灘il：　；li：　ll：1　！：1欝

?ｰiii；i巨iil！

　｝

央
ﾟ
う

　2，538

@米　］

@2，502

n
i
i
i
i
i

681

U15

U64@
1
5
7
4
1
5
2
1
1

51

R4

T0P
5
9
1
4
2
‘

女
一
　
1
　
3
　
1
4
　
1
7
　
9
ト

ξ2己゜8慧　　　l

奄
奄
奄
奄
奄
奄
剣
ﾄ
　
　
　
3
3
6
ち
8
6
8
1

第一〇九表 上　告　件　数 明治三十入年

　　　1
S　⇒科 料 管轄違

無罪及免

i 浦滅

棄却及

罪　　　　　　　　　　　　　　　状 　男i女I　　l　　　l 　　“一j1川　｜ 　計

P

一1－@｜
j巴

男ト 男 女

合　冒†

人　チ殴打　シ　テ創傷疾病二至ラス

ｧ二賓1琵チ爲ン叉ハ其媒合容止チ爲ス
閭}リタル佳居ナク牢常螢坐ノ濠業ナクシテ諸方二俳徊ス

　l　　　　　　　i
Q，913‘　48i

@1Q隠：／　l　　l

　‘　　　；
@　31956

X7

　　　3，948
@　　1P39‘ P，402110，539・－

@　　1@　15129，664
@　　1

1
一

一
一
一

l　　　　l

P39

P10ユ

c

　8
?W1125

@50 2
7

；
－
　
2
　
一

4，100

P0，686

Q9，822

健康ヲ保簸スル窃メ設ケタル規則叉ハ惇紫病豫防規則二違背ス

買潟j車馬チ疾輻ジデ行人ノ妨害チ爲ス

1°9
p
2
i
4
－
1

4．61867

Q
4
4
3
　
　
　
2

　
∪
4
0
1
「
1

44gl＿

＿1
　
1
1
‘
　
2
1

9
一

一
一

一
一

5，421

S51

夜　中　燈　火　　ナ　ク　シ　テ　車　馬　チ　疾　駆　ス 4　　－1
1，148　　　2　‘ 1，154P「「1　4

e

一 一 一
1，158

警察ノ規則二違背ジチ工商ノ業チ爲ス 　　　Q5　　10　　i 】，129　322 ］，486i－i一 6 　
5
1

一 一
］，497

路上二於・デ賭博二類スル商業チ爲ス
@　　　　　　　　　　　　　　‖ｧ止チ肯セスシデ路傍二食物其他ノ商品チ羅列ス

鵠n諸車其仙物件ヲ道路二横タ＾又ハホ石薪炭等テ堆積シテ行人ノ妨害ヲ爲ス

ﾔ馬チ並λ牽テ行人ノ妨害チ爲ス
?H二於テ舟チ並《通，船ノ妨害チ爲ス
鵠nチ牽キ叉ハ繋クゴトチ忽ニシテ行人ノ妨害チ爲ス

ﾊ行禁止ノ　榜示チ犯シ　テ通行ス

　
5
1
1
　
7
i
　
　
ト
　
　
　
　
1
‘
4
1
コ
1
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
i
　
＿
i
　
＿
　
　
　
　
－
1
　
－
　
　
1
　
－
　
　
　
一
！
　
　
　
　
｛
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
ト

目：iiil　li同・26・71

349　　　　82　　　　4891－　　一

E59
ｩ1当十1∪18988りぴ゜75i」一；

　‘

c…lli…

2
［
↓
1
6
｝
l
l
・
・
i

1
9
一
二
二
i

一
一
一
一
：
1

　一

@一
Qi　＿

P　－

@－撃決黶

@一

492

P，794

P6，091

R19

P，030

Q，008

Q，153

道路二於テ放歌高聲チ登ジ制止チ肯セス

ﾇ酊　シ　デ路上二喧喚叉ハ酔臥ス
ｴ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　他

　・　　1u
　
「
－
i
「
5
3
2
1
1
1
3
i

　550　　　2
@　　　：11，036　　15’臥33う582

‘　552
@
］
，
0
5
1
‘
　
4
，
5
6
3
1

一1

＿1＿
@｝＿1－

@L＿1＿1＿

1
8
1
1
　
2
．
　
5
7

：
　
8
一

　
　
］
　
2
一

一
二

560

P，054

S，630

上告裁剣所

受 理

奮受｛新受合計
　　　　　　1

剣 決

重　罪惨　 罪違警罪
破賎⇒破司棄却破殿已却

合　計
取　下 滑測未決

　　1
　　1

大　審　院
控　訴　院

計

明治三十七年

同　三十六年

同　三十五年

同　三十四年

同　三十三年

159　i戟@1，5S6　11，715128　310　111
20i　　　3461　　　366　i　　　－　　　　　－　　　　　43

　　‘　　　　　　　　　｝
工，071‘@　　　一　　　　　一

253　　　5　　　381

1，52・！・31

339　1　61

合

1791，902　12，081i　28　310　］511，324
　　　　　1

5 38　　　　1，859、　　　891

　　　　‘　　　　　　1

　　

コ111
　L＿輌．，＿一＿

－　　　133

484 p・，97・い，454

31：i§：i謡：劉

160　　　2，534i　　2，694

2・6い，・92い，298

611
1061

　　
5’1　1

451

691

4241　248
　l3931　　　256

364i　237
3471　222
3011　256

2，312

2，144

2，005

1，683

］，33ユ

4
－
6
7
’
8

　
　
　
ユ

1
9
臼
ピ
0
8
8

4
凸
ハ
0
戸
0
0
0
3

3，086

2，965

2，721

2，342

2，013

186

240

177i
115　l

I23i

　d

31179
－｛　484

2　　472

1　　236

2　　160

　　　　　　　　　　　‘　　　｝
冒†　　　　　31，85710，J「16　　35，879’4，398；　82，650　　1

　　　　　　　　　　　1　　　　1

明治三十八年上告裁剣所ニテ到決セジ成果人員ヲ掲クレノ・次ノ＃”　？7

　　　　！　　　上
　　　　　＿＿　　　　　＿　　　　　　　＿　　＿

原搬刑名1無罪

告　　　　　裁　　　　　判
，　　　　　　　　　　　 　　　　　 　　　　　　　　　

　　
　　　　　 　’ 　　　　　　　　

　訴i罰　金i同

ノ 成

一一一

P　3s21　215・6283，266一
｜

各　　　地　　　方　　　違　　　警　　　罪

　　　　　　1

m3・51ii　4，578　　　　　　1

　　　　　　FR54，852β・．36gl　　　　　　l　　　　l 野311目一iち8・2
303 39 4 405，463

ﾄ　　4

線　　　　　　　　　　　　　　　　計
45β72＊　　4

15，094

　　　　　　　　　　　　1
@　　　　　｛390，731i34，767

@　　　　　｜

野96
P！－1・84

518 55 6 488，729

磨@　4

へ

果

、免

罪
刑
轟
轟
金
留
料
撒

　
　
く
ベ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
役
　
鋼
　
　
　
　
他

無
死
懲
　
禁
罰
拘
科
其

緯、　計

二
墾

外
ノ

詑
部

列
一

上
ル

以
係
更

ノ
一

二刑キ重非竺
一

一
－

一

　1：
｝

31

＿1

11

＿i

1

一

一
一

一
一

一

一

一

　1

ニ

ゴ

三，

3
1

2 1 1

1

一
　　

@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@一

　　

@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@一

2
＝
二

1
6
5
8
1
4
1
2
1

　
　
5

4 3

合　　　　計

1
1
6
5
6
1
8
2
2
1

　
　
　
6

97 93


